
給水装置工事設計施工基準の策定に伴う Q＆A

１ 給水装置設計施工基準の策定

（１） なぜ給水装置の設計施工基準を策定するのか。                       

本町では災害時においても安定した水道水の供給を目指しており、給水装置工事につい
て必要な事項を定め、給水装置工事が適正かつ円滑に行われることを目的としています。

詳細につきましては基準 P.1 の参照をお願いいたします。

2 構造及び材質

（１） 引込み管の管種を指定したのはなぜか。                     

災害時による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適
切に行うため、耐震性の優れた管種を追加いたしました。
詳細につきましては基準 P.6 の参照をお願いいたします。

3 給水装置の基本計画

（１）３階への直結給水を行うのに条件はあるか。                      

３階直結給水を検討する場合、事前に給水水圧調査依頼書を管理者に提出し、管理者か
ら給水水圧の回答を受け、給水水圧回答書に記載された給水水圧で当該建物（施設等）へ
の給水に支障がないことを水理計算により確認することになります。
詳細につきましては基準 P.14 及び基準 P.16 の参照をお願いいたします。

（２）水理計算の方法が難しい。                              

計画使用水量の算定方法について、基準 p.18 及び参考資料 P-30 以降に記載いたしまし
たのでご確認の上水理計算をお願いいたします。

（３）メーター口径の選定はどのように行えば良いか。                         

一般住宅におけるメーター口径の選定にあたっては工事事業者様の業務簡便化を図るた
めに、給水栓数の標準設置数によるメーター口径の選定基準を新たに設けました。
詳細につきましては基準 P.25 の参照をお願いいたします。



（４）給水管の口径について。                              

末端給水栓における余裕水頭は目安として５ｍ以上を確保することとします。最低作動
水圧を必要とする給水用具がある場合、必要な水頭が確保できるように水理計算にて確認
を行ってください。
詳細につきましては基準 P.27 の参照をお願いいたします。

（５）給水管からの分岐戸数について。                          

配水管からの分岐戸数は、敷設する給水管の口径や延長等を考慮して水理計算により求
めることとし、配水管の末端において最小動水圧は 0.15MPa 以上を確保してください。
詳細につきましては基準 P.27 の参照をお願いいたします。

（６）逆流防止器の設置について。                          

共同住宅等で各階各戸にメーターを設置する場合及び口径 40 ㎜以上のメーターは、管内
負圧時に配水管への逆流を防止する観点から建物の立ち上がり管の上流側の主配管の適切
な場所に逆止弁を設置することを条件としています。
詳細につきましては基準 P.12 の参照をお願いいたします。

5 工事申込み及び手続き

（１）私有管を譲渡する場合どのようにすればよいか。                             

私有管の譲受については無償とします。新たに道路内に並行して布設する給水管を譲渡
する場合、給水装置申込時に次の図書の提出をお願いします。
詳細につきましては基準 P.45 の参照をお願いいたします。
・道路内平行私有管譲渡申出書（第 4 号様式）
・私道（土地）占用・使用承諾書（第 5 号様式）

6 給水装置の施工

（１）工事着手期間について。                             

原則として申込書受付日から 7 日以内は申込の審査を行うため、工事着手はできないも

メーター口径 13㎜の水栓数
13 １～６個
20 ７～15個
25 16個以上



のとします。
詳細につきましては基準 P.49 の参照をお願いいたします。

（２）分岐穿孔時の連絡について。                           

配水管より分岐を行う場合、事故防止の観点から、不断水の場合当日又は前日、断水の場
合は職員による仕切弁操作が伴うため、3 週間前に連絡を行ってください。
詳細につきましては基準 P.49 の参照をお願いいたします。

（３）仕切弁操作について。                              

公設管の仕切弁操作は町職員が行い、私設管の仕切弁操作は工事事業者様にて行ってく
ださい。
詳細につきましては基準 P.49 の参照をお願いいたします。

（４）残留塩素測定について。                             

分岐時に誤接続を防止する観点から、分岐穿孔完了後は残留塩素の測定をお願いします。
詳細につきましては基準 P.50 の参照をお願いいたします。

（５）引込管口径は分岐元の配水管口径の 2 ランク以下しかできないのか。         

２ランク以下が原則ですが、管網の状況により「管理者」が認めた場合は、１ランク以
下でも可としています。
詳細につきましては基準 p.50 の参照をお願いいたします。

（６）耐圧試験について。                              

割 T 字管を設置したとき耐圧試験は１．２５MPa を保持し５分間行い、漏水の有無を確
認してください。
詳細につきましては基準 P.51 の参照をお願いいたします。                                   

（７）止水栓の位置について。                             

止水栓の位置は維持管理が容易な官民境から１．０ｍ以内の敷地内に設置することとし
ます。詳細につきましては基準 P.56 の参照をお願いいたします。

（８）メーターの位置について。                            

メーターの設置位置は管理者が定めるものとし、原則官民境界から２．０ｍ以内の敷地
内とします。また、障害物が乗らないようメーター検針が容易な場所とします。
詳細につきましては基準 P.63 の参照をお願いいたします。



（９）引き込み深さについて。                              

給水管に荷重がかからないように、口径５０以下の引込管は道路から宅地内へ０．５ｍ
程度同一深さで引込み、同一口径で立ち上げてください。
詳細につきましては基準 P.77 の参照をお願いいたします。

（10）受水槽周りの配管について。                             

停電時や受水槽清掃時に利用可能な直結給水栓の設置を規定します。
詳細につきましては基準 P.79 の参照をお願いいたします。

（11）受水槽から直結給水へ切替え時の注意点について。                        

受水槽式の給水設備を給水装置に切替える工事を行う場合、厚生労働省通知に基づく書
式の提出をお願いします。
詳細につきましては参考資料 p.48 の参照をお願いいたします。

（12）井戸配管から直結給水へ切替え時の注意点について。                           

誤接続防止の観点から図面上にて下記の表記を行い、全ての給水栓で残留塩素の測定を
お願いします。
詳細につきましては基準 p.85 の参照をお願いいたします。

キー付水栓



（13）引込み管を残す撤去はできなくなったのか。                   

水質汚染、事故防止の観点から分岐部にて止水をお願いします。
詳細につきましては基準 P.85 の参照をお願いいたします。

７ 給水装置の竣工検査

（１）主任技術者が行う検査について。                         

給水装置の構造材質基準に適合していることの確認を行い、耐圧試験（1.00MPa 1 分
間）及び残留塩素の測定を行ってください。
詳細につきましては基準 p.92 の参照をお願いいたします。

７ その他

（１）書式の変更について。                              

下記の書式を追加いたしました。該当する申し込みの場合、書式を添付の上申込をお願
いします。
・山元町タンクレス洗浄便器設備設置に関する基準  参考資料 P.57
・施錠装置付共同住宅に係る施錠装置の解錠方法届出書 参考資料 P.73
・道路内平行私有管譲渡申出書           参考資料 P.74
・使用予定水量申請書                             参考資料 P.77



道路管理者
国道・県道…申請手数料徴収（10,000 円）

給水装置工事フローチャート

①道路占用許可書受理

③道路使用許可書提示

給水装置工事申込後５日間は審査期間

指定給水装置工事事業者

給水装置工事申請者（お客様）

現地調査・設計見積り給水装置工事依頼

〇給水装置工事申込書

上下水道事業所

手数料・加入金領収書提示
給水装置工事申込書審査

〇手数料・加入金納入

〇道路占用許可申請書提出

申請手続き代行

納入通知書による納入希望時は
手数料・加入金納入通知書作成

給水装置工事申込書決裁

納入通知書発行

領収書（納通）提示

②道路占用許可書交付

道路占用許可申請が必要な場合

工事着手

〇分岐穿孔工事完了

〇給水装置工事竣工届

〇（現場工事完了）
主任技術者による竣工検査

竣工届提出

検査依頼
竣工届審査

竣工検査日連絡調整

〇主任技術者立会い

竣工検査

竣工検査

〇申請者へ引渡し
給水装置の管理区分の説明 最終審査

提出

申込日から６日後

※ 町道及び農道は指定給
水装置工事事業者が道
路管理者へ占用申請

申請手数料…無料


